
報 道 資 料報 道 資 料報 道 資 料報 道 資 料 令和４年１２月８日人事課総務・給与係上山、乾(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 0742-27-8518)（内線 2180、2175）
令和４年１２月の期末手当及び勤勉手当の支給状況について令和４年１２月の期末手当及び勤勉手当の支給状況について令和４年１２月の期末手当及び勤勉手当の支給状況について令和４年１２月の期末手当及び勤勉手当の支給状況について令和４年１２月９日に支給する期末手当・勤勉手当の支給状況については、下記のとおりです。なお、下記１～４には、特別職（議員を除く）を含みます。記 （参考：前年１２月期）１ 支給人員 １４，３８６人１ 支給人員 １４，３８６人１ 支給人員 １４，３８６人１ 支給人員 １４，３８６人 １４，４８６人（会計年度任用職員除く） （会計年度任用職員除く）２ 平均年齢 ４１．８歳２ 平均年齢 ４１．８歳２ 平均年齢 ４１．８歳２ 平均年齢 ４１．８歳 ４１．９歳（会計年度任用職員除く） （会計年度任用職員除く）３ １人当たり平均支給額 ７８６，０８２円（税込み）３ １人当たり平均支給額 ７８６，０８２円（税込み）３ １人当たり平均支給額 ７８６，０８２円（税込み）３ １人当たり平均支給額 ７８６，０８２円（税込み） ７６１，８６２円（会計年度任用職員除く） （会計年度任用職員除く）４ 支給総額 １１３億０４ 支給総額 １１３億０４ 支給総額 １１３億０４ 支給総額 １１３億０，，，，８５８万円８５８万円８５８万円８５８万円 １１０億３,６３３万円（会計年度任用職員除く） （会計年度任用職員除く）※ 令和3年の人事委員会勧告に基づく引下げ（期末手当支給割合 ▲0.15月／年）について、昨年度は12月期のみで年間分の減額調整をしたが、今年度は6月と12月とで減額を平準化したことにより支給割合が増加（前年12月比＋0.075月）し、「1人当たり平均支給額」及び「支給総額」は、前年12月期に比べて増加となった。５ その他５ その他５ その他５ その他・会計年度任用職員に対する支給状況は以下のとおり(1)支給対象人数：１，３２８人(2)支 給 総 額：２億４，９８４万円(3)支 給 割 合：１．１７５月（期末１．１７５月のみ）



〈参考〉 ※会計年度任⽤職員1,328⼈分は除く 対前年度［　増減　］１　支給人員 14,386人 ▲ 100人 14,486人［▲ 0.69%]内訳 知事部局等 3,554人 内訳 知事部局等 3,539人警察 2,788人 警察 2,784人学校 8,044人 学校 8,163人（小・中・県立学校） （小・中・県立学校）２　平均年齢 41.8歳 ［▲ 0.1歳］ 41.9歳内訳 知事部局等 43.0歳 内訳 知事部局等 43.2歳警察 38.6歳 警察 38.8歳学校 42.3歳 学校 42.5歳（小・中・県立学校） （小・中・県立学校）３　１人平均支給額 786,082円 ＋24,220円 761,862円（税込）　　 ［＋3.18％］内訳 知事部局等 758,645円 内訳 知事部局等 739,261円警察 768,300円 警察 738,829円学校 804,368円 学校 779,516円（小・中・県立学校） （小・中・県立学校）　　　１人平均法定控除額 183,392円 176,038円　　　１人平均差引支給額 602,690円 ＋16,866円 585,824円［＋2.88％］４　支給総額（税込） ＋2億7,225万円［＋2.47％］５　支給割合 ※ （一般職員） （特定幹部職員） （一般職員） （特定幹部職員）期末 1.175月分 0.975月分 ［+0.075月分］ 期末 1.100月分 0.900月分勤勉 0.950月分 1.150月分 ［±０月分］ 勤勉 0.950月分 1.150月分計 2.125月分 2.125月分 ［+0.075月分］ 計 2.050月分 2.050月分６　知事・副知事 期末手当 1.625月分 ［+0.05月分］ 期末手当 1.575月分知事 2,955,179円 2,864,250円副知事 2,305,234円 2,234,304円
奈良県議会議員 期末手当 1.600月分 ［+0.05月分］ 期末手当 1.550月分議員（平均） 1,819,219円 1,703,754円　　議⻑ 2,238,800円 2,168,837円　　副議⻑ 1,955,760円 1,894,642円　　一般議員 1,804,960円 1,687,355円(平均） (平均）
◆参考（上記、支給人員には含まれておりません）

期末⼿当・勤勉⼿当⽀給状況（⽀給⽇　令和４年１２⽉９⽇）前年度実績

113億0858万円 110億3633万円

※　「勤勉」手当については、「一般職の職員の給与に関する条例」で定められた支給総額の上限割合を記載　   職員個々の支給においては、個々の業績評価の結果に応じた支給割合により支給　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（標準成績の場合、一般職員0.935月、特定幹部職員1.135月等）


